
 

 

 

  

資材高騰でお困りのあなたへ 
 

近年の資材価格高騰への対応として、改正建設業法により価格転嫁に関するルールが設けられまし

た。注文者と受注者が協力し、適正な取引を進め、持続可能な建設業を実現することが重要です。本紙

では、価格転嫁に向けた法改正の趣旨とポイントを解説します。 

 
 
 
 

 

 

改正法の概要 
 
資材高騰への対応 

近年の資材価格高騰（図１）は、建設業界に大きな影響を与えてい

るところ、建設業者向けのアンケートでは、物価等の変動に関する契

約変更条項がある請負契約は半数程度に留まっています（図２）。加

えて、資材価格等の高騰の影響を受け、注文者と契約変更協議を行

っても、全て契約変更が行われるのは２割程度となっています（図３）。 

改正法では、資材高騰が生じた際の契約変更協議に関する条

項を契約書に明記するよう義務化するとともに、受注者が契約締

結前に通知した情報に従って契約変更を申し出た場合、注文者が

誠実に協議に応じる努力義務を課しています。 

工事の注文者と受注者はパートナーであり、適正な価格転嫁を

進めることが、建設業界全体の持続可能性を支える鍵となります。 
 

◎資材高騰に伴う請負代金の変更方法を契約書に明記 

資材価格の変動による請負代金の「変更方法」を契約書に法

定記載事項として明確化しました。 
 

◎資材高騰のおそれを受注者が注文者に通知する義務 

資材価格高騰の可能性がある場合、受注者は注文者に通知

する義務があります（「おそれ情報」の通知）。 
 

◎契約変更協議の誠実対応義務 

おそれ情報に沿った契約変更協議に対して注文者が誠実に

対応する努力義務が課されました。 
 

これらの内容により、受発注者間のパートナーシップに基づ

く変更協議の円滑化が促され、サプライチェーン全体での適正

な価格転嫁に繋がります。  
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図２ 契約変更条項の記載の現状 

図３ 契約変更協議に関する状況 

（出典）国土交通省「適正な工期設定等による働き方

改革の推進に関する調査」（令和 5 年度） 

（出典）一般財団法人建設物価調査会「建設資材物価指数」 

※2 

※１ 基準年である 2015 年＝100 とした指数 
※２ 1～10 月の平均 

（出典）国土交通省「適正な工期設定等による働き方

改革の推進に関する調査」（令和 5 年度） 
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「資材高騰等のおそれ」
通知する義務

受注者注文者

「変更方法」に従って
請負代金変更の協議

誠実な協議の努力

資材高騰等が顕在化したとき

【契約前】

受注者注文者

契約書（イメージ）
第○条 請負代金の変更方法
・ 材料価格に著しい変動を生じたときは、
受注者は、請負代金額の変更を請求できる。

・ 変更額は、協議して定める。協議に当
たっては、工事に係る価格等の変動の内容
その他の事情等を考慮する。

なお、事前通知がなかったことのみでは、
協議を拒む理由にはならない
⇒契約上の「変更方法」に基づき適切に協議

 

 

 

 

 

新ルールの詳細 

 
1. 今回の改正事項（価格転嫁関係） 

改正建設業法では、資材価格の高騰や労務の供給不足等が発生した際に、請負代金・工期を適正に変

更するためのルールが新たに設けられました。以下に主な改正内容を示します。 

◎契約前のルール 

▽資材高騰に伴う請負代金等の「変更方法」を契約書の法定記載事項として明確化 

▽受注者は、資材高騰の「おそれ情報」を注文者に通知する義務 

◎資材高騰等が顕在化した場合<契約後のルール> 

▽契約前の通知をした受注者は、注文者に請負代金等の変更を協議でき、注文者は誠実に協

議に応ずる努力義務（公共発注者は、協議に応じる義務）。 

 
2.価格転嫁協議の円滑化ルールの詳細 

令和６年12月からの施行に併せて公表した建設業法令遵守ガイドラインでは、新ルールに関しての留意

点がとりまとめられています。 
 

 

請負代金等の「変更方法」を契約書の法定記載事項に 

「契約変更を認めない」契約も、契約書の法定記載事項とし

て認められない 

 

おそれ情報の通知(受注者)  

契約前に、資材高騰等のリスクを注文者・受注者双方が共有 

【「おそれ」情報の具体的内容】  
天災その他不可抗力により生じる、 

・主要な資機材の供給の不足／遅延又は資機材の価格の高騰 

・特定の工種における労務の供給の不足又は価格の高騰 

【「おそれ」情報の通知方法】  
・客観性のある統計資料等に裏付けられた情報が根拠 

・書面又はメール等により、見積書交付等のタイミングで通知 

 

誠実協議（注文者） 

注文者は、受注者の協議申出に対して、協議のテーブルに

着いたうえで、変更可否について説明する必要 

【「誠実」に協議に応じていないと思われる例】 

・協議の開始自体を正当な理由なく拒絶 

・協議の申出後、合理的な期間以上に協議開始をあえて遅延 

・受注者の主張を一方的に否定 or 十分に聞き取らずに協議

を打ち切る  
改正法の詳しい情報はコチラからご覧下さい 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousa

n_kensetsugyo_const_tk1_000001_00033.html  
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Tel: 03-5253-8111(内線 24-756) / 03-5253-8277（直通） 

Fax: 03-5253-1553 


